
平成27年度～平成31年度（令和元年度）
養護者による高齢者虐待に関する新潟市の状況（R2.3.31現在）

①相談・通報件数
②事実確認の結果「虐待」と判断した件数

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
153 196 204 317 352
87 108 89 111 104

③虐待の相談・通報者（複数回答） 31年度ｎ＝355

相談・通報件数
虐待と判断した件数

資料１-１

・31年度の「相談・通報件数」は352件で、30年度より35件増加した。
・事実確認の結果、「虐待と判断した件数」は104件で、30年度より7件減少した。
・31年度末時点で、今後調査を予定または調査の要否を検討中のものが8件。
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31年度

30年度

29年度

28年度

27年度

相談・通報件数 虐待と判断

介護支

援専門

員・介護

保険事

業所職

員

近隣住

民・知人

民生委

員

被虐待

者本人

家族・親

族

虐待者

自身

当市職

員
警察 その他

不明（匿

名含む）

27年度 65 5 3 12 22 3 5 33 10 0
28年度 93 5 4 10 25 1 6 45 13 0
29年度 79 4 8 13 15 3 7 71 5 0
30年度 122 8 5 9 23 4 7 128 12 0
31年度 103 11 4 13 24 5 16 166 13 0
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・31年度は、「警察」からの相談が最も多く166件で46.8%、次いで「介護支援専門員・介護保険事業所職員」
の103件で29.0％である（複数回答3件）。

・経年で見ると、「警察」からの相談・通報が年々増えている。
※「その他」とは、医師などの医療関係従事者、要介護認定調査の職員など。

件

数



④事実確認の状況 31年度n＝362

⑤虐待種別の内訳（複数回答） 31年度n＝104

訪問による

事実確認（立

入は除く）※

面接含む

関係者から

の情報収集

のみにより事

実確認

立入調査に

よる事実確

認

（立入調査の

うち）警察が

同行した

（立入調査の

うち）警察に

援助要請し

たが同行なし

相談・通報を

受理し事実

確認を予定

又は対応を

検討中

事実確認を

行わなかった

27年度 112 37 0 0 0 8 0
28年度 144 42 2 2 0 3 9
29年度 140 50 1 1 0 8 5
30年度 233 73 0 0 0 1 13
31年度 238 92 1 1 0 8 23
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・31年度全体の65.7％は、訪問により事実確認を行っている（年度跨ぎの10件を含む）。
※「関係者からの情報収集」とは、地区担当保健師、生活保護担当者、障がい者基幹相談支援センター
などから情報収集を行ったもの。

身体的虐待 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 介護放棄

27年度 66 31 0 12 12
28年度 76 37 0 17 21
29年度 52 18 0 19 29
30年度 78 33 0 25 25
31年度 66 38 0 17 16
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・31年度、市全体では、多い順から「身体的虐待」が66件で63.5%、
「心理的虐待」が38件で36.5％である。

・経年で見ても、「身体的虐待」の割合が最も多い。

件

数



⑥虐待の発生に影響を与えたと思われる要因（複数回答）　　 31年度ｎ＝104

⑦被虐待者の性別 31年度ｎ＝104

本人と虐

待者との

人間関係

虐待者の

精神疾患

などの問

題（アル

コール依

存等）

虐待者の

経済的問

題

虐待者に

虐待行為

の認識が

欠如

虐待者の

介護疲れ

高齢者本

人の性格

や人格

高齢者本

人の経済

的問題

高齢者本

人の認知

症による

言動の混

乱

その他

27年度 31 17 16 26 17 10 0 22 2
28年度 35 41 21 33 22 23 4 25 4
29年度 35 27 32 39 23 12 6 29 2
30年度 28 37 29 40 35 21 3 37 8
31年度 45 37 30 41 23 12 6 12 9
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・31年度、虐待の発生に影響を与えたと思われる要因は、多い順から「本人と虐待者の人間関係」が
45件で43.3％、「虐待者の虐待行為の認識欠如」が41件で39.4％、「虐待者の精神疾患などの問題」
が37件で35.6%である。
※「その他」とは、介護に対するこだわり、虐待者の性格など。

件

数

男 女 不明

27年度 23 65 0
28年度 25 83 0
29年度 19 70 0
30年度 19 92 0
31年度 25 79 0
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・31年度、被虐待者（虐待を受けている者）は「女性」が79人で76.0％を占めており、
経年で見ても、「女性」の割合は80％前後を推移している。

件

数



⑧被虐待者の年齢 31年度ｎ=104       

⑨被虐待者の要介護認定の有無 31年度ｎ＝104

65歳～69歳 70歳～79歳 80歳～89歳 90歳以上 不明

27年度 8 26 44 10 0
28年度 11 36 50 11 0
29年度 8 29 37 15 0
30年度 7 27 56 21 0
31年度 7 34 42 21 0
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・31年度、被虐待者の年齢層は、「80歳代」が最も多く42人で40.4%、次いで「70歳代」が34人で
32.7%である。

・経年で見ると、「90歳代」の割合が伸びている（27年度は11.5％で、31年度は20.2％）。

件

数

未申請 申請中 認定済み
認定非該当（自

立）
不明

27年度 18 1 69 0 0
28年度 32 5 71 0 0
29年度 17 2 69 1 0
30年度 16 3 90 1 1
31年度 29 6 69 0 0
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・31年度、「介護保険の認定申請を行い、すでに要介護度の認定がある人」は、69人で66.3%である。



被虐待者の要介護度 31年度ｎ＝69

⑪被虐待者の認知症の有無 31年度n＝69

自立また

は認知症

無し

Ⅰ（ほぼ

自立）

Ⅱ（一部

支援）

Ⅲ（一部

支援，Ⅱ

より重い）

Ⅳ（常に

支援）

M（専門治
療要）

認知症有

り自立度

不明

不明

27年度 3 10 26 26 4 0 0 0
28年度 10 18 23 17 2 1 0 0
29年度 1 9 28 26 5 0 0 0
30年度 5 15 36 28 6 0 0 0
31年度 5 10 31 17 6 0 0 0
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・31年度、すでに認定を受けている人の認知症高齢者の日常生活自立度は、日常生活に支障をきたす症状が出現し
始める「自立度Ⅱ」が最も多く31人で44.9%、次いでそれより重度の「自立度Ⅲ」が17人で24.6%である。

・経年で見ても、この傾向は大きく変わらない。

件

数

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

27年度 5 11 19 11 12 9 2
28年度 5 10 20 13 14 5 4
29年度 2 5 13 23 15 8 3
30年度 6 5 23 26 19 7 4
31年度 5 4 15 16 9 15 5
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・31年度、すでに認定を受けている人のうち、「要介護2」が最も多く16人で23.2％、次いで「要介護1」
及び「要介護4」が15人で21.7%である。

・経年で見ると、31年度は、重度者（要介護4 要介護5）の割合が29.0％と例年より高い（例年は10％強）。

件

数



⑫虐待者との居住形態の内訳 31年度ｎ＝104

⑬被虐待者を含む世帯構成の内訳 31年度ｎ＝104

単身 夫婦二人世帯
未婚の子と同

一世帯

既婚の子と同

一世帯
その他 不明

27年度 6 14 40 21 6 0
28年度 13 17 53 20 5 0
29年度 6 13 38 25 7 0
30年度 11 10 50 36 4 0
31年度 8 18 59 13 6 0
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・31年度、世帯構成は「未婚の子と同一世帯」が最も多く59件で56.7%、次いで「夫婦二人世帯」が
18件で17.3%である。

・経年で見ると、31年度は「未婚の子と同一世帯」の割合が例年より高い（例年は45％前後）。
※「その他」とは、孫と同居など。

件

数

虐待者と同居 虐待者と別居 その他 不明

27年度 79 8 0 0
28年度 93 14 1 0
29年度 80 9 0 0
30年度 99 12 0 0
31年度 91 13 0 0
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・31年度、居住形態は「虐待者との同居」が91件で87.5%であるが、経年で見ても、90％前後を推移している。

件

数



⑭虐待者の続柄（複数回答） 31年度ｎ＝106

⑮虐待者の年齢 31年度ｎ＝106

２０歳未満
２０歳～

２９歳

３０歳～

３９歳

４０歳～

４９歳

５０歳～

５９歳

６０歳～

６９歳

７０歳～

７９歳
８０歳以上 不 明 その他

2７年度 0 1 2 14 23 25 10 14 0 0
28年度 1 1 6 23 30 16 16 15 0 0
29年度 0 0 6 17 28 23 13 7 1 0
30年度 0 1 4 19 27 30 17 12 3 0
31年度 1 2 8 16 29 24 17 9 0 0
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・31年度、虐待者の年齢層は、「50歳代」が最も多く29人で27.4%、次いで「60歳代」が24人で
22.6%、その後、「70歳代」、「40歳代」と続いている（虐待者複数2件）。

・経年で見ても、子どもが虐待者の事例が多いためか「50・60歳代」が多くなっている。

夫 妻 息子 娘
娘の配

偶者

息子の

配偶者

兄弟

姉妹
孫 その他 不明

27年度 21 2 42 12 3 2 2 3 2 0
28年度 24 5 45 24 0 2 1 4 3 0
29年度 13 6 45 20 1 5 0 2 3 0
30年度 26 3 49 25 5 0 2 2 1 0
31年度 12 8 52 20 6 1 1 5 1 0
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・31年度、虐待者（虐待を行った者）の続柄は「息子」が最も多く52件で49.1%、次いで「娘」が20件で
18.9%、「夫」が12件で11.3％である（複数虐待者 2件）。

・経年で見ても、「息子」が最も多く、半数近くを占めている。



⑯虐待者との分離の有無 31年度ｎ＝104

⑰分離を行った事例の対応の内訳 31年度ｎ＝30

分離を行った事

例

分離していない事

例

被虐待者が複数

で異なる対応（分

離と非分離）を

行った事例

対応について検

討・調整中の事例
その他

27年度 32 50 0 4 2
28年度 35 70 1 1 1
29年度 38 55 0 1 8
30年度 26 80 1 2 36
31年度 30 71 0 0 3
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・例年、30件程度「分離を行った事例」が発生している。
※「その他」とは、虐待判断時、すでに分離がされていた事例。

件

数

契約による介護

保険サービスの

利用

やむを得ない事

由等による措置
緊急一時保護

医療機関への一

時入院
その他

27年度 17 2 1 4 8
28年度 18 0 1 6 10
29年度 23 0 1 10 4
30年度 19 0 3 3 2
31年度 18 1 1 3 7
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・31年度、分離の際の対応について「契約による介護保険サービスの利用」が最も多いが、
「医療機関への一時入院」や「緊急一時保護」などを行った事例もあった。

・経年で見ても、この傾向は大きく変わらない。
※「その他」とは、アパートや有料老人ホームへ転居、養護者の転居など。

件

数



⑱分離していない事例の対応の内訳（「見守りのみ」を除き複数回答） 31年度ｎ＝71

31年度n＝227⑲虐待ではない又は虐待の判断に至らなかった事例の対応の内訳
（見守りのみを除き複数回答）

虐待者に対

する助言・指

導

虐待者自身

が介護負担

軽減のため

の事業に参

加

被虐待者が

介護保険

サービスを新

たに利用

被虐待者が

介護保険

サービスを継

続して利用

（※１）

被虐待者が

介護保険

サービス以

外のサービ

ス（※２）を利

用

見守りのみ その他

27年度 31 0 5 24 4 3 4
28年度 43 2 10 22 11 13 5
29年度 35 0 5 26 2 0 2
30年度 56 2 9 45 4 3 18
31年度 37 0 14 27 11 2 15
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・31年度、分離を行っていない事例の対応について、「虐待者に対する助言・指導」が最も多く37件で52.1%、
次いで「介護保険サービスを継続して利用」が27件で38.0%となっている。経年で見ても、同様の傾向である。

※「その他」とは、養護者へ受診勧奨、被虐待者に対する助言、同居親族に支援依頼など。
※1 被虐待者に対するケアプランの見直し。
※2 包括Cや民生委員などの定期的な見守りや定期訪問など。

件

数

養護者に

対する助

言・指導

他機関へ

の引き継

ぎ ※１

高齢者が

新たに介

護保険

サービス

を利用

既に介護

保険サー

ビスを受

けている

が，ケアプ

ランを見

直し

高齢者が

介護保険

以外の

サービス

を利用

※２

権利擁護

対応

見守りの

み
その他

27年度 11 14 4 4 1 1 10 22
28年度 14 16 4 19 0 1 33 12
29年度 19 46 2 9 2 3 38 3
30年度 53 39 12 24 4 2 70 25
31年度 81 36 7 24 12 2 80 30
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・31年度、虐待ではない、虐待の判断に至らなかった事例のうち、「見守りのみ」が80件で35.2%である。
・経年で見ると、30年度より「見守りのみ」の割合が30%を超えるようになった（それ以前は15％程度）。
※「その他」とは、高齢者への助言、転居の支援、入院、養護者の入所、他親族の協力など。
※1 「他機関」とは、障がい者基幹相談支援センター、地区担当保健師、こころの健康センター、病院、

就労相談、法テラス、民生委員など。
※2 「介護保険以外のサービス」とは、包括Cや民生委員などの定期的な見守りや定期訪問など。

件

数

件

数



⑳権利擁護に関する対応

成年後見制度利用開

始済

成年後見制度利用手

続き中

左記のうち成年後見利

用のうち市町村長申立

の事例

日常生活自立支援事

業

27年度 1 6 3 0
28年度 2 3 3 1
29年度 3 7 2 1
30年度 3 8 5 1
31年度 6 4 7 1
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・31年度の「成年後見制度利用開始済」及び「手続き中」の事例は、10件と例年と同程度である。
・そのうち、「市長申立」の事例は7件と年々増えている。

件

数


